
議案第２４号

（総　則）

令和２年度川口市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 戸

(2) ㎥

(3) ㎥

(4)

ア 千円

イ 千円

（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円第 ４ 項 予 備 費 30,000

第 ２ 項 営 業 外 費 用 641,918

第 ３ 項 特 別 損 失 7,585

支　　　　　　　　出

第 １ 款 事 業 費 12,372,553

第 １ 項 営 業 費 用 11,693,050

第 ２ 項 営 業 外 収 益 276,642

第 ３ 項 特 別 利 益 1

第 ３ 条

収　　　　　　　　入

第 １ 款 事 業 収 益 13,731,104

第 １ 項 営 業 収 益 13,454,461

一 日 平 均 給 水 量 178,030

主 要 な 建 設 改 良 事 業

配 水 管 整 備 事 業 4,225,149

施 設 整 備 事 業 748,109

令和２年度川口市水道事業会計予算

第 １ 条

第 ２ 条

給 水 戸 数 291,800

年 間 総 給 水 量 64,981,000
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（資本的収入及び支出）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（継続費）

令和２年度 104,840 千円

令和３年度 217,698 千円

浄配水場配水ポン
プ制御盤更新事業

301,606 千円
令和２年度 211,700 千円

令和３年度 89,906 千円

浄配水場ろ過設備
更新事業

578,215 千円
令和２年度 279,197 千円

令和３年度 299,018 千円

第 ５ 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事　業　名 総　額 年　度 年　割　額

１資本的支出 １建設改良費

第 １ 項 建 設 改 良 費 5,007,233

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金 1,700,214

浄配水場自家発電
装置更新事業

322,538 千円

支　　　　　　　　出

第 １ 款 資 本 的 支 出 6,707,447

第 ３ 項 受 託 工 事 収 入 116,226

第 ４ 項 負 担 金 82,769

第 １ 項 企 業 債 1,650,000

第 ２ 項 固定資産売却代金 66

収　　　　　　　　入

第 １ 款 資 本 的 収 入 1,849,061

的支出額に対し不足する額４，８５８，３８６千円は当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額４１２，９９１千円、減債積立金３８０，０００千円、過年度分損益勘

定留保資金２，５４４，１７１千円、当年度分損益勘定留保資金１，５２１，２２４千

円で補てんするものとする。）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本
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（企業債）

（一時借入金）

一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

(1) 千円

(2) 千円

(3) 千円

(4) 千円

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

定める。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

受 託 工 事 費 170,869

収益的支出の職員給与費 766,867

資本的支出の職員給与費 185,908

交 際 費 300

後においては、当 還又は低利に借換えることがで

該見直し後の利率） きる。

第 ７ 条

第 ８ 条

証券発行 金について、利率 の都合により据置期間及び償還

の見直しを行った 期限を短縮し、若しくは繰上償

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

配 水 管 普通貸借 府資金及び地方公 合には、その債権者と協定する

千円 又は 共団体金融機構資 事項による。ただし、企業財政

1,650,000

整備事業

年５％以内（ただ 政府資金又は地方公共団体金

し、利率見直し方 融機構資金については、その融

式で借り入れる政 資条件により、銀行その他の場

第 ６ 条

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと
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（たな卸資産購入限度額）

たな卸資産の購入限度額は、１３４，２８６千円と定める。

令和２年２月２６日提出

川口市長 　奥 ノ 木　信　夫

第 ９ 条
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